
規制項目 ａ０ ｂ０

ＣＯＤ 45.5 0.90

窒素含有量 30.4 0.90

りん含有量 3.1 0.90

規制項目 ａ０ ｂ０

ＣＯＤ 31.3 0.99

窒素含有量 41.7 0.99

りん含有量 4.2 0.99

湖沼水質保全特別措置法に基づき知事が定める
汚濁負荷量規制基準の一部改正について（案）

平成２４年７月２３日

八郎湖環境対策室

１ 改正概要

八郎湖流域の湖沼特定事業場※１については、湖沼水質保全特別措置法（以下「湖沼法」という。）

に基づき、平成２０年８月に化学的酸素要求量 （ＣＯＤ）、窒素含有量、りん含有量に係る汚濁負荷

量規制基準※２を告示し、事業場の最大排出水量に応じた負荷量規制を行っています。

この告示では、既設事業場※３に対し、新設事業場※４よりも緩やかな汚濁負荷量規制基準を定めて

いますが、秋田県公害防止条例による暫定排水基準※５の適用期間の終了に合わせて、同告示を一

部改正し、平成２５年４月１日以降、新設事業場と同等の汚濁負荷量規制基準とすることとしました。

○ 規制対象地域

八郎湖流域（湖沼法第３条第２項に規定する指定地域）

○ 規制対象事業場及び規制項目

規 制 対 象 施 設 規 模 規 制 項 目

湖沼特定事業場 平均排出水量 化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、

（みなし指定地域特定施設 を含む） 50m /日以上 窒素含有量及びりん含有量※６ 3

２ 改正内容

湖沼法施行規則第２条第１項に定める規制基準の算式において知事が定めるとされている定数を

（１）～（２）のとおり改正し、新設事業場と同等の規制基準とします。

（１） 既設事業場（汚水処理施設等を除く）の汚濁負荷量

汚濁負荷量（Ｌ）は、次の計算式で求められ、規制項目ごとの定数（ａ ，ｂ ）を下表のとおり改正し０ ０

ます。排出水量に応じた汚濁負荷量の計算例は、【別紙１】のとおりです。

ｂ-1 ｂ０
算式 Ｌ＝｛ａ×Ｑ ×（Ｑ－Ｑ ）＋ａ ×Ｑ ｝×１００ ０ ０

－３

Ｌ :排出が許容される汚濁負荷量（kg/日）

Ｑ :排出水の量（m /日）3

Ｑ :規制基準の適用の際における排出水の量(m /日)０
3

ａ及びｂ:前項の式において用いられるａ及びｂと同じ値

ａ :都道府県知事が排水基準を勘案して定める定数０

ｂ :0.9以上1.0未満の範囲内で都道府県知事が湖沼特定事業場の規模別分布状況等を勘案して定める定数０

（変更前） （変更後）
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規制項目 ｄ（既設）

ＣＯＤ 0.67

窒素含有量 0.75

りん含有量 0.50

規制項目 ｄ（既設）

ＣＯＤ １

窒素含有量 １

りん含有量 １

改正後は、排出水量500m /日の事業場において、上乗せ排水基準※７よりも汚濁負荷量が20%程3

度削減され、新設事業場と同等の基準となります。

○排水濃度換算値（排出水量500m /日の場合） 上乗せ排水基準3

ＣＯＤ:24mg/L､窒素:16mg/L､りん:1.7mg/L ＣＯＤ:30mg/L､窒素:20mg/L､りん:2mg/L

(２) 既設汚水処理施設等（下水道終末処理施設、農業集落排水施設等）の汚濁負荷量

汚濁負荷量（Ｌ）は、次の計算式で求められ、規制項目ごとの定数（ｄ）は下表のとおりとします。排出

水量に応じた汚濁負荷量の計算例は、 【別紙２】のとおりです。

算式 Ｌ＝Ｃ×ｄ×Ｑ×１０－３

Ｌ:排出が許容される汚濁負荷量（kg/日）

Ｑ:排出水の量（m /日）3

Ｃ:排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく排水基準

ｄ:汚水処理施設等から排出される排出水の水質に関する技術上の基準として定められた値をＣで割った

値以上1.0未満の範囲内で、都道府県知事が汚水処理施設等の整備の見直し等を勘案して定める定数。

ただし、当該方法により定めることが適当でないと認められる場合には、当該技術上の基準として

定められた値等及びＣの値を勘案して、1.0とすることができる。

（変更前） （変更後）

改正後は、既設汚水処理施設等も新設と同様に、JARUS-ⅩⅣGP型の処理性能値が基準となりま

す。

○排水濃度換算値（排出水量によらず一定） 上乗せ排水基準

ＣＯＤ:20mg/L、窒素:15mg/L、りん:1mg/L ＣＯＤ:30mg/L､窒素:20mg/L､りん:2mg/L

３ 施行日：平成２５年４月１日

参考 「汚濁負荷量規制基準」について

汚濁負荷量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがある場合は、湖沼法に基

づき都道府県知事が改善命令等を行うことができ、改善命令等を履行しない場合に罰則が

適用される場合があります。

※１ 湖沼特定事業場…水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設又は湖沼法第１４条に

規定される「みなし指定地域特定施設 」を設置する指定地域内の工場・事業場。※６

※２ 汚濁負荷量規制基準…湖沼特定事業場からの排出水について、排出水量の増加に伴い排水
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許容濃度が厳しくなる規制基準。

ただし、汚水処理施設等は、本来の目的が生活排水を処理して汚濁負荷量を減らすことに

あることから、排出水量に依らず一定となる濃度規制とされています。

湖沼法第７条第１項において都道府県知事が定めることとされています。

※３ 既設事業場…湖沼特定事業場で平成２０年８月２１日までに設置されたもの。

※４ 新設事業場…平成２０年８月２２日以後に新たに設置された湖沼特定事業場。

※５ 暫定排水基準…既設事業場に対し、期間を区切って適用される本来の排水基準より緩い基

準。

※６ みなし指定地域特定施設…湖沼法第１４条及び政令で定める２０１人槽以上５００人槽以

下のし尿浄化槽及び病床数１２０以上２９９以下の病院に設置されるちゅう房施設、洗浄施

設、入浴施設。

※７ 上乗せ排水基準…都道府県が条例により定める国の排水基準より厳しい排水基準。
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規制項目
新基準値
mg/L

a0値

ＣＯＤ 30 45.5 b0値 0.90

Ｔ－Ｎ 20 30.4

Ｔ－Ｐ 2 3.1

汚濁負荷量
kg/日

濃度換算値
mg/L

汚濁負荷量
kg/日

濃度換算値
mg/L

汚濁負荷量
kg/日

濃度換算値
mg/L

10 0.36 36 - 0.24 24 - 0.025 2.5 -
20 0.67 34 - 0.45 23 - 0.046 2.3 -
30 0.97 32 - 0.65 22 - 0.066 2.2 -
40 1.3 31 - 0.84 21 - 0.086 2.1 -
50 1.5 31 -3 1.0 21 -5 0.10 2.1 -5
65 1.9 30 0 1.3 20 0 0.13 2.0 0
75 2.2 30 0 1.5 20 0 0.15 2.0 0
100 2.9 29 3 1.9 19 5 0.20 2.0 0
150 4.1 28 7 2.8 18 10 0.28 1.9 5
200 5.4 27 10 3.6 18 10 0.36 1.8 10
300 7.7 26 13 5.2 17 15 0.53 1.8 10
400 10 25 17 6.7 17 15 0.68 1.7 15
500 12 24 20 8.2 16 20 0.83 1.7 15
600 14 24 20 9.6 16 20 0.98 1.6 20
700 17 24 20 11 16 20 1.1 1.6 20
800 19 23 23 12 16 20 1.3 1.6 20
900 21 23 23 14 15 25 1.4 1.6 20
1000 23 23 23 15 15 25 1.6 1.6 20
2000 43 21 30 28 14 30 2.9 1.4 30
3000 61 20 33 41 14 30 4.2 1.4 30
4000 79 20 33 53 13 35 5.4 1.4 30
5000 97 19 37 65 13 35 6.6 1.3 35

【別紙１】既設事業場（汚水処理施設等を除く）における排出水量に応じた汚濁負荷量（計算例）

排出水量

m
3
/日

ＣＯＤ Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ
削減率
％

削減率
％

削減率
％

4



規制項目
新基準値
（Ｃ）
mg/L

ｄ値

ＣＯＤ 30 0.67

Ｔ－Ｎ 20 0.75

Ｔ－Ｐ 2 0.50

汚濁負荷量
kg/日

濃度換算値
mg/L

汚濁負荷量
kg/日

濃度換算値
mg/L

汚濁負荷量
kg/日

濃度換算値
mg/L

10 0.20 20 - 0.15 15 - 0.010 1.0 -
20 0.40 20 - 0.30 15 - 0.020 1.0 -
30 0.60 20 - 0.45 15 - 0.030 1.0 -
40 0.80 20 - 0.60 15 - 0.040 1.0 -
50 1.0 20 33 0.75 15 25 0.050 1.0 50
65 1.3 20 33 0.98 15 25 0.065 1.0 50
75 1.5 20 33 1.1 15 25 0.075 1.0 50
100 2.0 20 33 1.5 15 25 0.10 1.0 50
200 4.0 20 33 3.0 15 25 0.20 1.0 50
300 6.0 20 33 4.5 15 25 0.30 1.0 50
400 8.0 20 33 6.0 15 25 0.40 1.0 50
500 10 20 33 7.5 15 25 0.50 1.0 50
600 12 20 33 9.0 15 25 0.60 1.0 50
700 14 20 33 11 15 25 0.70 1.0 50
800 16 20 33 12 15 25 0.80 1.0 50
900 18 20 33 14 15 25 0.90 1.0 50
1000 20 20 33 15 15 25 1.0 1.0 50
2000 40 20 33 30 15 25 2.0 1.0 50
3000 60 20 33 45 15 25 3.0 1.0 50
4000 80 20 33 60 15 25 4.0 1.0 50
5000 100 20 33 75 15 25 5.0 1.0 50

【別紙２】既設汚水処理施設等における排出水量に応じた汚濁負荷量（計算例）

排出水量

m
3
/日

ＣＯＤ Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ
削減率
％

削減率
％

削減率
％
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